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研究成果の概要： EU が環境政策の形成に成功した一因としてソフト・ローの役割に注目、そ

の政治的な意義の解明に取り組み、次の 3 点を確認した。１）ソフト・ローは政治言説の媒体

となって言説連合の形成に寄与しうる。２）EU では持続可能な発展の言説が欧州統合の理想

を表現するように構成され、どの政治主体も EU に参画する以上否定しえない言説となった。

３）しかし 2000 年以降は市場競争重視のリスボン戦略と軌を一にする形で、欧州委員会と閣

僚理事会の言説連合が形成されていった。 
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１．研究開始当初の背景 
（１）ＥＵの環境政策は７０年代以来現在ま
で、少なくとも量的にはめざましく拡張され
てきた。欧州司法裁判所の処理能力を越す加
盟国の義務不履行が問題視される反面、市場
統合に終始しない地域統合の挑戦を見出す
こともできる。本研究は、ＥＵの環境政策の
発展を可能にした政治の条件を探る。出発点
となる仮説は、ソフト・ローが媒体となった
多次元多層の環境言説連合の成立である。  
（２）ＥＵの環境政策にはビジネス界や社会
運動体も参画する。それは非公式なロビー活

動にとどまらず、立法準備段階の制度化され
た意見聴取にも及ぶ。欧州委員会環境総局の
立法案は欧州委員会全体の意思統一が求め
られる。そのため他の総局の賛成をとりつけ
ることが必要になる。欧州議会の環境政策委
員会も、環境立法をストップさせる拒否権を
手にする。環境閣僚理事会で特定多数決が適
用されない政策領域もいまだに多い。このよ
うに、中心となる政治勢力が存在せず、拒否
権プレーヤーがさまざまな次元に存在する
複雑な制度複合体、これがＥＵの姿である。
こうした複合的な多中心的制度構成にあっ
て、環境政策の量的拡大を可能にしたものは
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なんであったのだろうか。環境志向のイデオ
ロギーを共有する集団が多機関・多団体にま
たがる結社を拡張していったと想定するの
は、現実的でない。リーダーも組織も存在し
ない匿名の連合が形成されていったと仮定
せざるをえない。 本研究は Hajer のいう言
説連合（discourse coalitions）が多次元多
層に構築されていったという仮説を立てる。
問題は、どのような言説がいかなる媒体によ
って連合の構築に帰結したかである。本研究
は、持続可能な発展の原則がもった政治言説
としての力に着目する。持続可能な発展の原
則は、環境統合原則とともにＥＣ条約６条に
掲げられた。しかし、この原則から法的効果
の見られる実体的義務が導出されてきたわ
けではない。むしろ環境統合原則の方が、手
続上の義務として、また二次立法の際の参照
規範として、法の実務に具体化されていった
経緯がある。本研究は、法的には曖昧な持続
可能な発展の原則が、レトリック機能をもつ
政治言説として支配的なものになっていっ
た過程に光をあて、何が過程を促進していっ
たのかを探求する。 

２．研究の目的 
（１）本研究は、ソフト・ローの果たした役
割の析出を目指し、次の仮説を提示した。 
＜持続可能な発展の概念はソフト・ローが媒
体となって支配的な言説となり、そのレトリ
ック機能によって本質的な政治対立は暫定
的に棚上げされ、多次元多層の環境言説連合
が構築されていった＞ 
本研究は次の３点を探求することによって、
この仮説を掘り下げて検討していった。  
（２）＜持続可能な発展の原則を政治言説と
して解釈＞ 本研究は、欧州首脳理事会の議
長総括や政治宣言による持続可能な発展の
定式化を分析、その曖昧さゆえの包括性をあ
ぶり出そうとした。それによりこの言説がい
かなる陣営の主張も取り込み、どのような政
策措置も正当化できる論理装置と化してい
った様相をとらえ、また対立した陣営を同じ
テーブルに着かせ、他の競合する規範や政策
に環境配慮のお墨付きを与えるレトリック
として機能していった側面を探っていった。  
（３）＜環境地域統合の研究に環境政治言説
論を援用＞ 本研究は、Hajer と Dryzek に
より彫琢された環境言説の政治分析枠組を、
ＥＵによる域内環境ガバナンス形成過程の
分析に援用しようとするものであった。問題
の所在と解決方向を一般に広めるための政
策の説明が、持続可能な発展という構想を土
台にどのように言説化され、共有されるべき
物語として確立されていったのか。またそう
した特定の物語を共有する言説連合はいか
に構築され、どのような政治効果を及ぼして

いったのか。本研究はこうした問いを論じる
環境政治言説論を域内環境ガバナンス形成
過程の分析に用いようとするものであった。  
（４）＜ＥＵ環境ソフト・ローの政治効果を
分析＞ 本研究はソフト・ローを最広義にと
らえ、直接の法的効果が認められずとも、公
式に制度化された手続によって生み出され
た文書と理解した。このような文書は何らか
の概念を定着させる上で一定の効果を及ぼ
すのではないかと想定、それを検証する形で、
ソフト・ローを環境政治研究の俎上に乗せて
いった。持続可能な発展の原則はＥＣ条約６
条に措定される以前も以後も、さまざまな公
式文書で掲げられてきた。その文書の法源と
しての地位は決して法的なものを生み出す
段階にはない。けれども、個人や社会団体や
ＥＵ諸機関が非公式に政治信条を公表する
のともわけが違う。本研究では、こうした地
位の曖昧な公式文書がかえって政治言説に
とって都合の良い媒体となり、対抗する陣営
それぞれの主張が実現されるかのような形
で持続可能な発展の物語が構築されていっ
たととらえ、その検証を試みた。したがって
本研究は、ＥＵのソフト・ローを定義し類型
化し、その政治効果について立ち入った検討
を加えていこうとするものであった。 
３．研究の方法 
（１）本研究は一次資料の収集・分析と先行
関連研究の文献レビューを中心に、国内外の
研究ネットワークを通じてアドバイスやコ
メントを求め、国内外のカンファレンスやワ
ークショップで報告を行っていくという、い
わばオーソドックスな形で遂行された。 
（２）インターネットによる公式文書の公表
がＥＵでどれほど一般的になってきても、７
０年代から９０年代前半の資料をネット上
で収集するのはいまだに難しい。この時期は
ＥＵ域内環境ガバナンスの形成期・発展期に
あたる。本研究は前法的地位にある政策文書
を多く取り上げる都合上、９０年代後半以降
ですらネット上の収集で不十分な場合が多
い。どうしても専門ライブラリーの利用が欠
かせない。そこで国内外のＥＵドキュメント
センターを利用、資料の収集に当たった。 
（３）本研究のような学際的課題には、関連
研究課題をもつ研究者との会合の積み重ね
がとくに必要になる。本研究でも積極的に研
究会合を積み重ね、政治学系と社会学系の言
説論、ＥＵの制度機構、ＥＵの環境ガバナン
ス、ソフト・ローなどに関心をもつ研究者と
のネットワークの拡張を図った。とくに英国
ＥＵ学会（UACES）をベースにこれまで培
ってきた研究ネットワークが、上述の研究関
心をもつ研究者との海外ネットワークを広
げ議論を積み上げていく上で、貴重な研究イ



ンフラとなった。  
（４）環境政治理論および政治学系と社会学
系双方の言説論に関する先行研究を調べ、環
境政治研究の中で言説論がどのような位置
を占めきたのか、また Hajer や Dryzek の議
論がどう評価され、展開されてきたのかを確
認していった。  
（５）ＥＵの制度機構について、とくに環境
政策立案過程と環境立法過程の双方を立ち
入って調べていった。ニース条約および憲法
条約も含めた制度機構の研究書をレビュー、
中でも、社会団体の関わりがどう制度化され
てきたか、またその限界はどこにあるのかに
焦点をあて、ＥＵ制度機構における公式・非
公式の手続制度について先行研究を調べて
いった。とくに、欧州委員会の内部決定手続
と閣僚理事会の政治宣言および共通の立場
採択に関わる手続の把握には力を入れた。 
また環境政策立案過程と環境立法過程の手
続きに関して、Journal of Environmental 
Law をはじめとする主要ジャーナルの論文
や、欧州委員会および欧州議会の出版物にも
サーベイの網を広げていった。 
（６）ＥＵの諸機関が公式の手続きを通じて
生み出してきた文書の中で、持続可能な発展
の原則がどのように定義され、規定され、説
明されてきたのかを調べていった。欧州議会
の調査では、プレナリーでの合意文書にとど
まらず、欧州政党の成長動向も追跡、持続可
能な発展の概念が党派ごとのマニフェスト
にどう規定されているのか、調査していった。
欧州委員会の場合、ＣＯＭドキュメントのア
ネックスという形で提示された規定に着目
した。たとえば欧州気候変動戦略策定の際に
は、利害当事者参加体制の整備にあたってこ
の形が使われており、あたかも手続設置規程
文書のような性格を帯びていた。またＥＣ条
約 211条に規定される委員会勧告や意見も調
査項目に入れた。閣僚理事会の場合は、政治
宣言やアド・ホックな政治合意を中心に調べ
ていった。欧州理事会に関しては、議長総括
およびその付属文書を検討した。欧州司法裁
判所については、判決文でなく、法務官意見
書に絞って調査を進めた。  
（７）ＥＵ研究の文脈に絞って、法学・政治
学双方のソフト・ロー研究がどう展開されて
きたか、とくに Senden と Trubek の先行研
究を参考に文献レビューを行っていった。ま
た、法源論を中心に公式文書の地位を確定す
る研究に重点を置いて文献調査を行い、政治
的なブレを可能な限り廃することを理想と
する法の言説の特徴を析出した上で、政治言
説の性質をそこから逆照射するという方針
を立て、先行研究をレビューしていった。こ
うした理論上の検討を深める中で、法の言説

が公式に制度化された手続きに則って展開
する道が閉ざされているにもかかわらず、な
お疑似法言説の展開する余地の残る公式文
書を特定し、そこに多様な意味理解を許容す
る政治言説が入り込んでゆく様相を探って
いった。疑似法言説の展開しうる公式文書は、
当然、持続可能な発展の原則に関連したもの
に限定して検討された。  
（８）研究期間中は、適宜、研究報告を行っ
ていった。東京大学社会科学研究所、慶應義
塾大学ジャン・モネ EU 研究センターなどの
研究会や、英国ＥＵ学会および国内の関連学
会で報告の機会を得て、報告原稿の学術雑誌
掲載を目指していった。本研究の成果の一部
は、Journal of European Integration と日本
EU 学会年報に投稿され、それぞれ査読の結
果、掲載に成功している。 
４．研究成果 

本研究は、総括すれば、EU が環境政策を
形成することに成功した要因のひとつとし
てソフト・ローの役割を析出し、その政治的
な意義の一端を解明しようとするものであ
った。研究の結果、次の 3 点を確認すること
ができた。（１）ソフト・ローは政治言説の
媒 体 と な っ て 、 言 説 連 合 （ discourse 
coalitions）の構成に寄与することがある。
（２）EU では持続可能な発展の概念が土台
となって、環境言説連合が形成されていった。
その言説は欧州統合の完成型を示唆する理
想的社会状態を表現するもので、すべてのイ
デオロギー党派の主張を取り込める曖昧な
総合性を有し、どの政治主体も EU に参画す
る以上決して否定しえない政治言説として
構築されていった。（３）ところが政策文書
の次元におろされると、とくに 2000 年以降、
ネオ・リベラリズムの色彩の目立つリスボン
戦略と軌を一にするようになり、これが土台
となって、欧州委員会と閣僚理事会の言説連
合が形成されていった。 
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